
外外外国国国免免免許許許ののの切切切替替替えええ手手手続続続ききき   

１ 外国免許切替手続の申請が可能な方 

⑴ 外国の行政庁が発行した運転免許証を持っていること。 

国際運転免許証では手続きできません。 

⑵ 外国の運転免許を取得してから、その国に通算３か月以上滞在していたこと。 

観光旅行等の際に外国の運転免許を受けて帰国しても、通算３か月以上滞在していな

い場合は切替できません。 

⑶ 外国の運転免許証の有効期限を過ぎていないこと。 

国によって有効期限が違います。有効期限内でなければ申請できません。 

２ 受付 
  完全予約制です。前日までに電話又は免許センター７番窓口で直接予約をしてください。 

電話予約の場合は、土、日、祝日、12/29～1/3を除く平日の 

９：30～12：00、14：00～17：15の間  

に電話してください。 

書類審査の予約可能日は、平日の（土、日、祝日、12/29～１/３を除く） 

ＡＭ９：00またはＰＭ２：00から 

です。 

３ 手続きの流れ 
⑴ 特例国免許保有者の流れ 

○ 学科と技能試験が免除（下記特例国発給の外国免許切替の方） 

書類審査 → 適性試験 → 免許交付 
 

  

１アイスランド ２アイルランド ３アメリカ合衆国（オハイオ州、オレゴン州、 

コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る。） 

４イギリス ５イタリア ６オーストラリア ７オーストリア ８オランダ 

９カナダ 10韓国 11 ギリシャ 12スイス 13スウェーデン 14スペイン 

15スロベニア 16チェコ 17デンマーク 18ドイツ 19ニュージーランド 

20ノルウェー 21ハンガリー 22フィンランド 23フランス 24ベルギー 

25ポーランド 26ポルトガル 27モナコ 28ルクセンブルク 29台湾 

以上 29カ国等。 

 

○ 技能試験のみが免除（アメリカ合衆国（インディアナ州に限る）） 

    書類審査 → 適性試験 → 知識審査 → 免許交付 
⑵ 特例国以外の国 

書類審査 → 適性試験 → 知識審査 → 技能審査 → 免許証交付 
○過去に日本の運転免許証を所持していた方は、特例国扱いとなる場合があります。 

○書類審査合格後、後日に適性試験から順番に実施します。同日には手続きできません。 

○原付免許申請の場合は、技能審査がありません。 

特 例 国 



（書類審査→適性試験→知識審査→免許証交付 の順で行います。） 

○書類審査の結果、受理できない場合があります。 

○知識審査は、筆記の正誤式で10問中７問以上の正解で合格です。 

○知識の確認の対応言語は、英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルト 

ガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、 

ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、 

アラビア語、ヒンディー語の20カ国語です。 

４ 必要なもの 

⑴ 申請用写真（申請免許数により、写真も複数枚必要） 

縦３ｃｍ×横 2.4ｃｍ、６ヶ月以内に撮影したもの 

⑵ 住民票１通（本籍、国籍又は地域を記載のもの） 

既に日本の運転免許をお持ちの方は運転免許証又はマイナ免許証、２枚持ちの方は 

両方 

※マイナンバー省略の住民票をご用意ください。個人番号が記載された住民票を提出される 

方は、ご本人に個人番号を黒く塗りつぶしていただきます。 

⑶ 在留カード（外国人の場合） 

⑷ パスポート（免許取得後、発給国で通算３ヶ月以上の滞在が確認できるもの） 

免許発給国の出入国のスタンプがなく、滞在期間の確認ができない場合は、切替でき 

ません。 

古いパスポートや航空券等の滞在期間を証明できるものがあれば全て持参してくだ 

さい。 

 ⑸ 出入国記録証明 

免許発給国の行政庁で出入国履歴の証明書を取得できる方は、可能な限り持参して 

ください。パスポートで確実に出入国が確認できるという方は省略可能です。 

※出入国証明が取得できないうえ、パスポートで出入国が確認できない場合は、その他書類

が必要です。お問い合わせください。 

⑹ 外国の運転免許証 

※交付年月日または取得年月日の表示されていないものは、それらが分かる書類を当該国か

ら取り寄せて下さい。（例）ドライビングレコード、ヒストリー等 

※申請免許以外の国の運転免許証をお持ちの方は、一緒に持参してください。 

※外国免許に付随する書類、運転免許取得証明等があれば持参してください。 

（例）フィリピンのオフィシャルレシート、LTO発行の証明書 

⑺ 国際運転免許証（お持ちの方） 

⑻ 外国の運転免許証の翻訳文 

翻訳は、 

ア 運転免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関 

イ 台湾は、台湾日本交流協会（台湾の免許事務機関の翻訳文は可） 

ウ 公安委員会が認めたもの、及び公安委員会が指定したもの 

エ 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

      申請については、Webサイトで受付しています。 

Webサイト（URL:https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures） 

 

https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures


 

 

 

 

オ ジップラス株式会社 

ジップラス株式会社は Webサービス限定であるため、下記の専用ダイヤル 

又は Webサイトでご確認ください。 

専用ダイヤル（℡050－1731－8335） 

Webサイト（URL：https://ziplus.jp/switching_license/）で行っていま 

す。（有料） 

  のいずれかで、準備してください。 

⑼ 手数料  

ア 申請手数料（申請免種のみ必要） 

普通一種   2,500 円   大型一種、中型一種、準中型 3,900 円 

原付     1,600 円   その他           2,800 円    

イ 技能審査車両使用料  1,750円 

ウ 交付手数料（交付手数料は１免種追加ごとに 200円足されます。） 

マイナ免許証が導入されるにあたり運転免許証等の保有状況により、交付手数料が 

異なります。 

   ① 運転免許証のみ…………………………………2,350円 

   ② マイナ免許証のみ…………‥‥‥…‥‥……1,550円 

   ③ 運転免許証及びマイナ免許証（２枚持ち）…2,450円 

 

※マイナ免許証を希望される方は、当日マイナンバーカードを持参してください。 

ただし、次の場合はマイナ免許証の手続きができませんのでご了承ください。 

  マイナンバーカードが失効している場合 

  マイナンバーカードの ICチップが破損している場合 

  マイナンバーカードの ICチップに空き容量がない場合 

また、マイナ免許証の各種手続き（マイナポータル連携・住所変更等ワンストップサービ

ス）を行う場合には、 

署名用電子証明書の暗証番号（英数字６～16 文字）が必要になります 

ので、事前にご確認をよろしくお願いします。 

※警察機関ではマイナンバーカードの発行等は行っておりません。 

⑽ 日本語が話せない方は、通訳の方と一緒に来てください。 

⑾ 期限が切れた日本の運転免許証等（お持ちの方のみ） 

連絡先 松山市勝岡町 1163－７ 愛媛県運転免許センター 

℡089－934－0110 

(代表が出ますので「外国免許の切替」)とお伝え下さい。 

 

https://ziplus.jp/switching_license/）

